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            主     文 

       原判決を破棄する。 

       本件を東京高等裁判所に差し戻す。 

            理     由 

 上告代理人春名茂ほかの上告受理申立て理由（ただし、排除されたものを除

く。）について 

 １ 被上告人らは、Ａ（以下「Ａ」という。）から金融機関に対する借入金債務

を相続したが、同債務は、同相続後に免除の効力が生じたことにより消滅した。本

件は、被上告人らが、所轄税務署長から、上記免除により受けた経済的利益は一時

所得に当たるとして、それぞれ、所得税及び復興特別所得税に係る更正処分並びに

過少申告加算税の賦課決定（以下、併せて「本件各処分」という。）を受けたた

め、上告人を相手に、本件各処分（更正処分については申告額を超える部分）の取

消しを求める事案である。 

２ 原審の確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。 

 ⑴ 所得税法（令和３年法律第１１号による改正前のもの）９条１項１６号（以

下「本件規定」という。）は、相続、遺贈又は個人からの贈与（以下、併せて「相

続等」という。）により取得するもの（相続税法の規定により相続等により取得し

たものとみなされるものを含む。）を非課税所得とする旨を定めている。また、相

続税法１４条１項は、相続税の課税価格に算入すべき価額からその金額を控除すべ

き債務は、「確実と認められるもの」に限る旨を定めている。 

令和６年（行ヒ）第１６０号 所得税更正処分取消等請求事件 

令和８年６月２３日 第三小法廷判決 

（処分行政庁の表示） 

上告人  国 

処分行政庁  杉並税務署長 Ｃ 
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 ⑵ 株式会社三和銀行（以下、商号変更等の前後を通じて「本件銀行」とい

う。）は、平成５年９月６日付けでＢ（以下「Ｂ」という。）を借主、その子であ

るＡを保証人として１６億円を貸し付けたとして（以下、この貸付けを「本件貸付

け」という。）、平成１４年２月１５日、Ｂ及びＡを被告として、本件貸付けに係

る元金１６億円等の支払を求める訴訟（以下「前訴」という。）を提起した。 

 ⑶ Ｂは、平成１４年１０月２３日に死亡し、その相続人であるＡ及びその子で

ありＢの養子でもある被上告人Ｘ１（以下「被上告人Ｘ１」という。）ら（以下

「Ｂ相続人ら」という。）が、前訴を承継した。 

 ⑷ 本件銀行とＢ相続人らは、平成１６年４月１５日、前訴において、次の内容

を含む訴訟上の和解をした。 

ア Ｂ相続人らは、本件銀行に対し、本件貸付けに係る借入金債務を法定相続分

に従って支払う義務があることを確認し、Ａは、他のＢ相続人らの本件銀行に対す

る同債務を引き受け、他のＢ相続人らはこれを承認する。 

イ Ａは、本件銀行に対し、上記アの債務を、①平成１６年９月３０日限り３億

７１３０万円、②平成１８年１２月３１日限り２億５０００万円、③平成１９年か

ら平成２８年まで毎年６月３０日限り各５０万円（合計５００万円）、④平成２８

年７月３１日限り９億７３７０万円に分割して支払う。 

ウ 本件銀行は、Ａが、本件銀行に対し、上記イの分割金のうち①～③の合計６

億２６３０万円を期限の利益を失うことなく支払ったときは、Ａに対し、同④の９

億７３７０万円の支払義務を免除する。 

エ Ａが上記イの分割金の支払を怠り、本件銀行がその履行を請求してから１週

間以内に遅滞した全額を支払わないときは、Ａは当然に期限の利益を失い、本件銀

行に対し、直ちに、上記イの総額から既払金を控除した残金及びこれに対する遅延

損害金を支払う。 

⑸ Ａは、本件銀行に対し、上記⑷イ①及び②の分割金並びに同③のうち平成１

９年から平成２６年までの分の分割金を、期限の利益を失うことなく支払った。 
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⑹ Ａは、平成２６年１０月２７日に死亡し、Ａの妻である被上告人Ｘ２（以下

「被上告人Ｘ２」という。）及び被上告人Ｘ１ら（以下、被上告人Ｘ２と併せて

「Ａ相続人ら」という。）が、Ａを相続した（以下、この相続を「本件相続」とい

う。）。 

 ⑺ 本件銀行とＡ相続人らは、平成２７年６月２４日、被上告人Ｘ１が上記⑷イ

の分割金の残額である９億７４７０万円の支払債務を免責的に引き受け、被上告人

Ｘ２がこれを重畳的に引き受ける旨の債務引受契約を締結した。 

 ⑻ Ａ相続人らは、平成２７年８月１２日、本件貸付けに係る残債務について

は、被上告人らがそれぞれ２分の１ずつ承継する旨の遺産分割協議を成立させた。 

 ⑼ 被上告人らは、本件銀行に対し、上記⑷イ③の分割金として、平成２７年６

月２５日に５０万円、平成２８年６月１５日に５０万円をそれぞれ支払い、これに

よって、同日、同④の分割金９億７３７０万円の支払債務（以下「本件債務」とい

う。）について免除の効力が生じた。 

 ⑽ 被上告人らは、本件相続に係る相続税の申告において、当初、上記⑺の支払

債務を各２分の１の割合で相続したとして、その金額を課税価格に算入すべき価額

から控除していたが、平成２９年５月１２日、これを控除しない旨の内容を含む修

正申告をした。 

 ⑾ 所轄税務署長は、平成３０年４月２５日、被上告人らに対し、本件債務の免

除により受けた各自４億８６８５万円（本件債務の金額の２分の１）の経済的利益

が一時所得に当たるとして、本件各処分をした。 

 ３ 原審は、上記事実関係等の下において、要旨次のとおり判断し、本件各処分

の取消請求を認容した。 

 相続税の課税価格の算定に当たり、相続税法１４条１項の「確実と認められるも

の」に当たらず、担税力を減殺させるものではないとして控除されなかった債務が

相続開始後に免除を受けたからといって、これによって債務者に新たな担税力が生

じると解するのは相当でない。被相続人から相続した債務であって、相続税の課税
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価格の算定に当たり、近い将来に免除を受ける可能性が極めて高いこと等を理由に

同項によって課税価格に算入すべき価額から控除されなかったものが、その後に免

除された場合は、当該債務免除に係る相続人の利益は、形式的には当該債務免除を

受けた時点で発生したものといえるとしても、所得税との関係では、潜在的には相

続により取得していたものとみることが可能である。また、当該債務免除に係る相

続人の利益は、相続により取得した財産のうち控除されなかった上記債務に相当す

る部分の経済的価値と実質的に同一のものということができる。そうすると、特段

の事情のない限り、これに所得税を課すことは本件規定に反するものとして許され

ないというべきである。本件において上記特段の事情は見当たらないから、本件債

務が免除されたことによる利益に所得税を課すことは、本件規定に反し許されない。 

 ４ しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は次の

とおりである。 

 本件規定にいう「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」とは、相

続等により取得し又は取得したものとみなされる財産そのものを指すのではなく、

当該財産の取得によりその者に帰属する所得を指すものと解される。そして、当該

財産の取得によりその者に帰属する所得とは、当該財産の取得の時における価額に

相当する経済的価値にほかならず、これは相続税又は贈与税の課税対象となるもの

であるから、本件規定の趣旨は、相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に

対しては所得税を課さないこととして、同一の経済的価値に対する相続税又は贈与

税と所得税との二重課税を排除したものであると解される（以上につき、最高裁平

成２０年（行ヒ）第１６号同２２年７月６日第三小法廷判決・民集６４巻５号１２

７７頁参照）。 

 本件においては、被上告人らがＡを相続した後に本件債務の免除の効力が生じた

のであるから、被上告人らが、これによる経済的利益を相続等により取得したとい

うことはできない。そして、本件相続に関し、本件債務が相続税法１４条１項所定

の「確実と認められるもの」に当たらず、相続税の課税価格に算入すべき価額から
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その金額が控除されないとしても、本件相続後に本件債務が消滅することによって

生ずる経済的価値に対して相続税が課されるものではないから、上記経済的利益に

所得税を課すことは、同一の経済的価値に対し相続税と所得税とを二重に課すもの

とはいえず、本件規定の上記趣旨に反するものではないというべきである。 

 したがって、本件債務の免除により被上告人らが受ける経済的利益は、本件規定

所定の非課税所得には当たらず、上記経済的利益に所得税を課すことが、本件規定

に反するということはできない。 

 ５ これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違

反がある。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、その余の点につ

いて更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。 

よって、裁判官石兼公博の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり判決する。なお、裁判官平木正洋、同沖野眞已の補足意見がある。 

裁判官平木正洋の補足意見は、次のとおりである。 

 私は、多数意見に賛同するものであるが、原判決を支持する石兼裁判官の反対意

見があることを踏まえ、意見を述べておきたい。 

 １ 原判決は、被上告人らが本件債務を免除されたことによって受けた利益（以

下「本件債務免除益」という。）は、被上告人らがＡから相続した財産のうち、相

続税法１４条１項にいう「確実と認められるもの」に当たらないとして控除されな

かった本件債務に相当する部分の経済的価値と実質的に同一のものと評価できると

いう点を重視して、本件債務免除益に所得税を課すことは許されないとしている。 

２ 本件では、被上告人らがＡを相続した後に本件債務の免除の効力が生じたの

であるが、原判決のように経済的価値を問題にするのであれば、⑴Ａが存命中に本

件債務の免除の効力が生じたと仮定した場合（以下「仮定事例」という。）の課税

関係と、⑵原判決の考え方による課税関係とを、経済的価値の観点から比較検討し

てみることも有益であろう。というのも、仮定事例の課税関係は、本件債務の免除

等を内容とする債務引受契約（多数意見２⑺参照）が履行された場合に本来想定さ
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れていた課税関係であるからである。 

⑴ 仮定事例においては、本件債務は免除されて消滅したから、①Ａに対して

は、本件債務免除益に所得税が課されることとなり、②その後に被上告人らがＡか

ら相続した財産から本件債務は控除されず、そのような相続財産について被上告人

らは相続税を課されることとなる（納税者がＡであるという違いはあるものの、本

件債務免除益は所得税の課税対象となっている。）。 

⑵ これに対して、原判決の考え方によれば、①仮定事例と同様に、本件債務は

相続財産から控除されず、そのような相続財産について被上告人らは相続税を課さ

れることとなるものの、②仮定事例とは異なり、本件債務免除益に所得税は課され

ないことになる。このような原判決の考え方の下では、本件債務免除益が明らかに

発生しているにもかかわらず、相続という事象を経ることによって、だれも本件債

務免除益に係る所得税を納税しないという結果を招いており、仮定事例における課

税関係との均衡を欠いている。 

３ ちなみに、本件の第１審判決は、①本件債務は相続財産から控除されず（相

続税法１４条１項）、そのような相続財産について被上告人らは相続税を課される

とともに、②被上告人らに対しては、本件債務免除益に所得税が課されることとな

る旨判断しており、仮定事例における課税関係と整合的なものであるといえよう。 

４ 以上の検討結果に照らすと、原判決の考え方は、経済的価値の観点からみて

も問題があり、採用することができないと考えられる。 

裁判官沖野眞已の補足意見は、次のとおりである。 

私は、多数意見に賛同するものであるが、事案に鑑み、その趣旨及び判断対象に

ついて、意見を述べておきたい。 

１⑴ 本件規定は、所得のうち「相続…により取得するもの」については、所得

税を課さないと定める。したがって、その文理上、これに該当するためには、「相

続により取得する」「所得」である必要がある。 

相続税について、相続開始の際現に存する被相続人の債務（相続税法１３条１項
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１号）を相続人が負担するものの、その負担に係る債務が、近い将来にその免除を

受ける可能性が極めて高いこと等を理由に、「確実と認められるもの」（同法１４

条１項）に該当しないとして、課税価格に算入すべき価額からその金額が控除され

なかった場合において、相続開始後に、相続人の下で当該債務免除の効力が生じた

とき（以下「本件場合」という。）、当該債務免除に係る相続人の経済的利益は、

相続人の下で実現したものである。 

原判決は、当該債務免除に係る経済的利益を、所得税との関係においては、潜在

的には相続により取得する経済的価値であるとみることができるとする。確かに、

本件においては、私法上、相続人は、約定に従った分割金の一部支払という停止条

件を付した債務免除の特約が付された金銭債務を相続しているとみられるから、債

務免除益について、停止条件付きで債務免除を受ける期待権ないし地位を相続した

とみることも考えられなくはない。しかし、本件において所得税の課税対象とされ

た経済的利益は、相続開始後に相続人が停止条件を成就させる行為（分割金の支

払）をしたことにより、債務免除の効力が生じたことに係る利益であり、仮に上記

の期待権ないし地位を相続によって取得したとみるとしても、その取得自体の経済

的価値を観念してそれに対して所得税が課されたものとはいえない。したがって、

上記の期待権ないし地位を観念したとしても、これをもって相続により取得した

「所得」とみることはできず、本件債務免除益について本件規定の該当性を肯定す

るのは文理上困難である。 

また、仮に、当該債務免除に係る経済的利益を、所得税との関係においては、潜

在的には相続により取得する経済的価値であるとみ、かつ、その経済的価値が、相

続税の課税価格に算入されなかった当該債務免除に係る部分の債務の経済的価値と

実質的に同一であるとみるとしても、相続税課税において、その経済的価値が課税

の対象とされたものとみることはできないから、相続税と所得税との間の二重課税

の排除を図る本件規定の趣旨に照らしても、本件規定に該当するとみることはでき

ない。 
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したがって、当該債務免除益に係る所得について、本件規定の「相続…により取

得するもの」に該当するとするのは、本件規定の文言及び趣旨を超える解釈といわ

ざるを得ない。 

⑵ 原判決は、本件場合における相続人の担税力の増減に関して、相続税課税と

所得税課税との間での相続債務の負担による担税力への影響に関する評価が相反す

ることを問題視して、当該債務免除益に係る所得が本件規定に掲げる所得に当たる

ものと判断したものと解される。すなわち、原判決は、相続財産の課税価格の算定

において相続債務の金額が控除されるのは、それに相応して担税力が減殺するため

であり、所得税について債務の免除によって所得が発生するのはそれによって担税

力が増加するためであると考えられるところ、ある相続債務について相続税課税に

おいてその負担によって担税力を減殺させるものではないという評価又は扱いをし

ながら、所得税において、その免除によって担税力が増加するという評価又は扱い

をすることは、その債務負担により担税力が減殺していたという評価が前提となる

はずであるから、同一の債務の負担に関する担税力への影響についての評価が相反

することを問題視した上で、その解決を、相続税と所得税との調整を行う本件規定

を適用することによって図ろうとするものと考えられる。 

しかし、本件規定が、およそ一般に所得税課税と相続税課税における担税力に関

する評価の調整を行うものと解することはできず、飽くまでも所得税と相続税の二

重課税の排除をしようとするものである以上、上記⑴のとおりであり、本件規定を

もって上記判断に示された問題意識に対応するのは、租税法規の解釈として無理が

あるといわざるを得ない。 

２⑴ もっとも、原判決が指摘する上記１⑵の担税力に関する評価は、債務免除

益に対する所得税課税の根拠との関係で、本件場合における相続人の債務免除益の

所得該当性に影響するとも考えられる。 

すなわち、例えば、仮に債務免除益に係る所得税課税が、債務の免除に対応して

消極財産が減じ、それによりプラスマイナスの総財産が増加して、所得税法上、資
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産が増加して担税力が増加することに着目するものと考えるならば、相続人が承継

した相続債務について、相続税課税において（将来の債務免除の可能性の高さ等を

考慮して）課税価格の算入から控除されなかった場合には、債務免除の前提となる

債務負担において担税力を減殺するものではないと評価されそのように処遇されて

いるのであり、そうである以上、担税力を減殺しない債務の負担について当該債務

が免除されることによって担税力が増加したと評価されるものではなく、したがっ

て、当該債務免除によって資産の増加は生じないという考え方があり得る。 

また、債務免除益に係る所得税課税が、借入金債務の免除の場合のように、対応

する経済的価値の流入を減殺していた債務が免除されることでそれに相応する経済

的価値分の減殺の前提が崩れ、それにより担税力が増加することを捉えるものと考

えるならば、包括承継である相続によって、相続財産（積極財産）と相続債務が承

継される場合、相続財産（積極財産）と相続債務との間には、上記借入金とその返

済債務と同様の構造を見出すことができる。そして、相続後における相続債務の免

除は、この構造を免除の範囲で覆すことになるから、これに相応した相続財産（積

極財産）の取得による経済的価値につき、担税力が増加するとみることができる。

そうだとすれば、相続税課税において、そもそも、相続債務の金額が相続財産（積

極財産）の課税価格から控除されなかったのであれば、当該債務については上記構

造の成立が認められなかったということとなるから、その後に免除がされても、そ

れにより担税力が増加するものではないという考え方もあり得る。 

⑵ 以上は、相続債務の債務免除益に係る所得税課税において、直ちにこれらの

考え方が採られるべき旨を述べるものではない。 

上記⑴は、相続税は一種の所得税であり両者は共通する性格を有するという理解

の下、具体的な事象の評価及び扱いを統一的、共通的に行うべきであり、相続税の

課税において債務控除の対象とならないとの評価及び扱いがされた場合、所得税課

税において同様の評価及び扱いがされるべきであることを前提としている。しか

し、所得税と相続税に上記のとおり共通する性格を有する面があるとしても、相続
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税法は、本来は相続人等の所得税の課税対象となるべきとも考えられる相続財産の

取得について、所得税法とは別個に、固有の課税体系を設けているのであって、特

別の規定がない限りは、具体的な事象の評価及び扱いは、それぞれの領域ごとに独

立してされるべきであるとの考え方もあり得る。このような前提に立てば、本件に

おいても、相続税法上、本件債務が（相続税法上の観点からの）担税力を減少させ

るものではないと評価されるべきものであるとしても、借入金債務である本件債務

について免除の効力が生じることについて（所得税法上の観点から）担税力がある

と評価することが妨げられることはないと考えることもできる。 

また、上記⑴では、借入金債務の免除との対比においては、包括承継の一部とし

て債務免除に係る債務を相続人が負担している点を捉えて、一方に当該債務を含む

相続債務の承継・負担があり、他方に相続財産（積極財産）の取得があると捉えた

ものであるが、これに対し、当初の借入金債務と借入金の承継に着目することも考

えられるのかもしれない。もっとも、そのような考え方による場合には、当初の借

入金による経済的価値と借入金債務とを相続人がどのように承継しているのかが問

題となり、本件のように和解契約を経ている場合には、借入金からの財産の変遷と

ともに、借入金債務についても和解契約（裁判上の和解）による変容があり、それ

らをどうみるのかという問題も生じ得るように思われる。 

⑶ そもそも、債務免除益に係る所得税課税の根拠及び要件については様々な議

論がある上、本件におけるような相続が関わる場合の相続債務との関係について

は、従来、十分な議論がされてきたとはいい難い。 

多数意見は、本件における本件規定の適用について判断したものであって、本件

場合における相続人の債務免除益の所得該当性について、肯定、否定いずれの判断

をしたものでもない。 

裁判官石兼公博の反対意見は、次のとおりである。 

私は、多数意見と異なり、原審の判断は是認することができ、本件上告を棄却す

べきであると考えるので、以下、その理由を述べる。 
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１ 相続税法１３条１項１号は、相続税の課税価格に算入すべき価額から、被相

続人の債務で相続開始の際現に存するものを控除する旨を定め、同法１４条１項

は、相続税の課税価格に算入すべき価額からその金額を控除すべき債務は、「確実

と認められるもの」に限る旨を定めている。これらの規定は、債務の弁済に必要な

資金を相続税課税の対象外とすることによって、これを相続人に留保させることを

意図したものと考えられるところ、このことは、上記各条項所定の債務が、相続人

の担税力を減少させる要因として評価されていることを意味する。すなわち、当該

債務は、担税力を減少させるものとして、消極的経済的価値を有するものと捉えら

れている。 

 これを本件についてみると、本件相続に係る被上告人らの相続税において、本件

債務は、相続税法１３条１項１号及び１４条１項所定の債務に当たらないものとし

て、その課税価格に算入すべき価額から控除されなかったのであり、これによっ

て、本件債務は、担税力を減少させる価値を有するものとは評価されずに、これに

相当する経済的価値が相続税の課税対象となったということができる。このような

本件債務が相続の後に免除されたことによって被上告人らが受ける経済的利益に対

して所得税を課すことは、本件債務が担税力を減少させるものであったために、そ

の免除が担税力を増加させると評価することを意味するものと考えざるを得ない。

すなわち、本件債務は、相続税課税時には担税力を減少させる価値がないと評価さ

れたものの、所得税課税時には担税力を減少させる価値があるという異なった評価

を受けたため、本件債務という同一の消極的経済的価値に対して、所得税と相続税

が二重に課税されたものということができる。 

２ 本件において、本件債務が免除されたことによって被上告人らが受ける経済

的利益に対して所得税を課すことが二重課税に当たらないとする論拠には、「相続

税の課税対象は積極財産であって、消極財産（債務）はその課税価格を算出する際

の控除要素にとどまり、課税対象に含まれない」というものが考えられる。 

確かに相続税法は、債務に関する規定を、相続税の課税価格に算入すべき価額と
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の関係で設けているが（１３条１項１号、１４条１項）、課税価格（課税標準）は

飽くまでも課税対象（課税物件）を数量化して税額を算出するための概念であっ

て、相続税の課税価格の算出に当たって債務が控除されるか否かは、その課税対象

の範囲にも関わる事柄とみるべきである。そして、所得税においては、「課税対象

は積極財産に限り、消極財産は課税標準の算出に当たって考慮されるにすぎない」

とは考えられていない。多数意見も引用する最高裁平成２２年７月６日判決は、本

件規定の趣旨を「相続税…の課税対象となる経済的価値」に所得税を課さないこと

と判示しているが、以上でみたところによれば、ここでいう「課税対象となる経済

的価値」を、積極財産に限定すべきであるとは考えられない。そうすると、本件債

務の消極的経済的価値が相続税の課税価格の算定において控除されなかったこと

は、単に課税標準の算定の問題にとどまるものではないというべきであって、上記

１のとおり、これに相当する経済的価値が相続税の課税対象とされたことを意味す

るものと理解すべきである。 

 ３ 以上によれば、本件において、本件債務の免除により被上告人らが受ける経

済的利益に対して所得税を課すことは、同一の経済的価値に対する相続税又は贈与

税と所得税との二重課税を排除する趣旨の規定である本件規定に反するものであ

り、本件各処分は取り消されるべきであると考える。 

(裁判長裁判官 沖野眞已 裁判官 林 道晴 裁判官 渡辺惠理子 裁判官  

石兼公博 裁判官 平木正洋) 


